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調達要求番号：５Ｎ５Ｕ１Ａ３００６４ 

1 総則 

1.1 適用範囲  

この仕様書は，自衛隊福島地方協力本部が採用広報用として使用する，採用広報用のぼり（以下，

“のぼり”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 チチ 

 この仕様書においては，のぼりとポールを固定するために用いる布製の袋状の部品を指す。 

1.2.2 セイルバナー 

 この仕様書においては，ヨットの帆のような曲線的な形状をもつのぼり旗を指す。 

1.3 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を 

なすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

ＪＩＳ Ｌ ０２０４－２ 繊維用語（原料部門）－第２部：化学繊維 

b)  仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書 

c)  法令等 

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第１１０号（２３．４．１）） 

 

2 製品に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

一般的要求事項は，次による。 

a) “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する 

基本方針”に適合しなければならない。 

b)  調達要領指定書によって指定する場合を除き，のぼりの仕様は表1、表2、及び表3のとおりと

し，のぼりの寸法は図1（表1及び表2）のとおりとする。 

c) 契約の相手側はデザイン案（別紙第１）を官側が指定する規格方法で印刷するものとする。 

d) この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。 

 

 

 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

 物  品  番  号  仕  様  書  番  号 

広報用のぼり 

福島地本 ― Ｚ３００１９Ｂ 

作 成 令和 ２年１２月 ３日 

変 更 令和 ７年 ９月１２日 

作成部隊等名 自衛隊福島地方協力本部 
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表1－のぼり仕様 

材 質 
テトロンポンジ（ポリエステル） 

またはトロマット 

印刷仕様 片面・４色カラー印刷 

印刷方法 インクジェット印刷 

チチ縫い付け位置 左側 

枚数内訳 デザイン案１：１９枚 デザイン案２：１２枚 合計３１枚 

図1－のぼり寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 末端処理  

 のぼり布の末端については図2の点線のとおり、ほつれ防止のため縫製を施すものとする。 

 

図2－末端処理仕様 
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2.3 チチ 

 チチの仕様については2.1で規定する事項の他、表2のとおりとする。 

表2－チチ仕様 

項 目 仕 様 備 考 

色 白  

取り付け数 上部３か所、左側５か所（基準） 

チチ幅が広く、のぼりとしての使用

に支障がない場合はこの限りではな

い。 

チチの大きさ 直径25mmのポールが通せること。  

2.4 セイルバナー 

 セイルバナーの仕様については2.1で規定する事項の他、表3のとおりとする。 

表3－セイルバナー仕様 

項 目 仕 様 備 考 

長さ 横500㎜×高さ2,000㎜を基準とする。  

印刷 4色フルカラーとする。 デザイン案２ 

 ポールを通す形状 袋状で、ポールが通るものとする。  

ポールの直径 ２２㎜程度とする。  

ポールの材質 アルミ(支柱)、グラスファイバー(旗)を基準とする。  

ポールの長さ 2,800㎜を基準とする。  

先端加工 袋部分の先端は，破れにくいものとする。  

ポール台 ポールが設置できるものとする。  

 

2.5 レイアウト構成・デザイン・校正 

 契約の相手方は，レイアウト見本，原稿，写真等のデータを契約担当官から受領し，レイアウト

構成，デザイン等及び校正を実施する。 

 

3 品質保証  

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は調達要領指定書によって指定する場合を除き，商習慣による。 

4.2 包装の表示 

 包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の

4.2による。 

 

5 その他の指示 

5.1 承認用見本 

契約の相手方は，契約締結後速やかに，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6に基づき2.3につ

いての承認用見本を契約担当官等に提出し，承認を受ける。 
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5.2  官側資料の使用に関する注意 

 官側資料に使用に関する注意事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.2による。 

 なお，官側から提供されたデータは，のぼり納入後速やかに破棄し，官側の許可なく他に転用し

てはならない。 

5.3 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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 別紙第１ 

 

 

 

デザイン案１ 

    

３枚 ３枚 ３枚 １０枚 

デザイン案２ 

 

１２枚 


